
令和６年４月１日以後開始事業年度等分 
 内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

【№４】当事業年度に

適用される別表を使

用していますか。 

【№36】修正申告

である場合、６欄、

７欄の金額は当初

申告におけるこれ

らの欄の金額と一

致していますか。 

【№35】過去の事業年度における外国

税額の控除額が増加したことに伴い、

税額控除不足額相当額の控除を受ける

場合には、税額控除不足額相当額の控

除を受けるために必要な書類（その過

去の事業年度の別表六（二）などの法

規第30条の２に規定する書類）を添付

した上で、６欄及び13欄のそれぞれの

計の金額を、別表六(二)の22欄及び55

欄にそれぞれ転記していますか。 

【№35】過去の事業年度における外国

税額の控除額が減少したことに伴い、

税額控除超過額相当額が生じた場合に

は、その過去の事業年度の別表六（二）

などの法規第30条の５に規定する書類

を添付した上で、７欄及び14欄のそれ

ぞれの計の金額を、別表一の４欄及び

32欄でそれぞれ加算していますか。 

【№36】修正申告

である場合、13欄、

14欄の金額は当初

申告におけるこれ

らの欄の金額と一

致していますか。 


